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■納付猶予制度
　本人（20歳から 50歳未満）および配偶者の所得要件によ
り、保険料の納付を猶予するもので世帯主（本人の場合を除
く。）の所得は問われません。猶予された保険料は、10年以
内であれば遡って納められますが、2年以上経過後は保険料
に一定の加算額がかかります。追納されない月分は、年金額
には反映されません（期間は受給資格期間に算入されます。）。
■老齢基礎年金
　次の資格期間を合わせて 10年（120月）以上満たす場合、
65歳から受給することができます。
•�第１号被保険者の保険料納付期間
•�保険料免除期間（一部免除に該当している場合には、残り
の部分を納付していること）
•�厚生年金保険加入期間
•�共済組合の組合員期間
•�第３号被保険者期間
　国民年金は 40年納付で満額になり、未納や免除期間がある
ときや 65歳未満で請求をすると一定の割合で減額になります。
■障害基礎年金
　国民年金加入期間中に障がいの状態になった場合で次のい
ずれかの要件を満たす場合に受給できます（国民年金法によ
る 1・2級に該当した場合です。身体障害者手帳や療育手帳
の交付を受けていても該当になるとは限りません。）。
１．国民年金加入中に病気やケガで障がいの状態になったとき
２．60歳以上で国民年金の加入者でなくなった後で、65歳

未満で国民年金の支給を受けていない場合に障がいの状
態になったとき

３．20歳前に負った病気やケガで障がいの状態になったとき
※１または２の要件を満たしても年金保険料の納付状況によ
り受給できない場合があります。

■遺族基礎年金
　国民年金に加入している人が死亡したときその人によって
生計を維持されていた遺族（18歳未満の子のある配偶者ま
たは子）に支給されます。受給の要件は以下のとおりです。
•�死亡日の前々月までの国民年金の加入期間のうち、保険料
納付済期間が 3分の 2以上あること
•�令和 8 年 3 月 31 日以前に死亡した場合、死亡した方が
65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの 1
年間に保険料の未納がないこと

高齢者予防接種について
【お問い合わせ先】　健康推進課（☎ 358-0512）
　市では予防接種法に基づき、高齢者の予防接種費用の一部
を負担します。
　免疫力が低下している高齢者にとって、インフルエンザや
肺炎球菌は、り患すると重症化しやすい感染症です。ワクチ
ン接種は、これらの感染症の発病予防や特に重症化予防に効
果があります。
　下記対象者で接種を希望される方および、実施期間や自己
負担額等接種の詳細を確認したい方は、担当課までお問い合
わせください。
・対象者
■インフルエンザ予防接種
(1)65 歳以上の方
　※接種日時点の年齢
(2)60 歳から 65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害等級 1
級相当の障がいを有する方

■肺炎球菌予防接種（対象者については、変更になる場合もあります。）
(1)65、70、75、80、85、90、95、100�歳の方
　※年度末の年齢
(2)�60 歳以上 65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障害手帳 1級相当の障がいを有する方

※過去に肺炎球菌ワクチンを接種された経験がある方は、対
象者から除外されます。

地域の相談員（民生委員・児童委員、障害者相談員）について
　相談員には、守秘義務が課せられていますので、安心して
ご相談ください。
■民生委員・児童委員

【お問い合わせ先】　長寿福祉課（☎ 358-0513）
　子どもからお年寄りまで、生活上のあらゆる心配事等の相
談に応じ、地域福祉のために幅広い活動を行っています。

【主な相談内容】
•�高齢者や障がい者等の介護等に関する相談
•�子育て、教育、学校生活等に関する相談　
•�生活費、生活環境、家族関係等に関する相談
■身体障害者相談員・知的障害者相談員

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　地域の身近な相談先として障がい者の日常生活の悩みや福
祉サービスの窓口等の相談に応じます。

国保・後期高齢者医療・年金
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生活保護について
【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　病気やケガなどにより働けなくなるなど、様々な事情で生
活に困った人を対象に最低限度の生活を保障するとともに、
自分たちの力で生活できるように支援することを目的とした
制度です。
■保護の申請から決定まで
　申請後、生活状況・健康状況・世帯収入・資産状況・扶養
義務者の状況などを調査し、原則 14 日以内（遅くとも 30
日以内）に決定します。
■生活保護の内容
•�生活扶助…衣食等日常生活に必要な費用
•�住宅扶助…家賃、地代、住宅の修理など
•�教育扶助…教材費等義務教育に必要な費用、給食費など
•�介護扶助…介護サービスなど
•�医療扶助…病気やケガの医療費
•�出産扶助…出産費用
•�生業扶助…高等学校の就学に必要な費用、仕事の技術や技

能の修得費
•�葬祭扶助…葬祭費用

富谷市自立相談支援センターについて
【お問い合わせ先】　富谷市自立相談支援センター（☎ 358-3391）
　収入が少なくて家計のやりくりが大変、仕事が不安定で転
職したい…など、今後の生活に不安を感じている方からの相
談を受け、解決に向けて一人ひとりの状態に応じた支援を
行っています。
・対　　象　富谷市民の方
　　　　　　（生活保護を受けている方は対象外です）
・時　　間　平日　午前 8時 30分～午後 5時 30分
　　　　　��※予約不要（正午～午後 1時を除く）
・設置場所　地域福祉課内

福祉健康センターについて
【お問い合わせ先】　福祉健康センター（☎ 358-7466）
　福祉健康センターは、ふれあいの場、健康づくりの場、そ
して、生きがい活動の場として、おおむね 60歳以上の市民
の皆さんを支援する施設です。平成 29年 4月より、指定管
理とし、富谷市社会福祉協議会が管理運営を行っております。
　介護予防の拠点として、教養講座や健康づくりのための介
護予防教室など多彩な事業を行っています。シニア向け運動
マシンも設置しております（団体での利用は事前に申し込み
ください。使用目的等により一部利用料金を申し受けること

があります。）。
•�開所時間は、8時 30分から 17時 30分までです。
•�土・日曜日、祝日、年末年始は、休館となります。
•�福祉健康センターへは市民バスをご利用ください。

在宅サービスについて
【お問い合わせ先】　高齢者生活支援事業　保健福祉総合支援

センター（☎ 348-1138）
　在宅の高齢者の方々が、地域で自立した生活を送るための
介護保険サービス以外の事業です。

事業名 内容 対象者
利用者
負担

給食
サービス

事業

栄養とバランスのと
れた食事の提供
（平日の昼食）

おおむね 65歳
以上の一人暮
らし高齢者お
よび高齢者の
みの世帯の方
で食事の援助
が必要な方

①一般食
300円
／1回
②病態食
300円
／1回

家族介護用品
（紙おむつ）

支給事業
紙おむつの支給

要介護状態区
分が 4・5の認
定を受け在宅
で生活されて
いる方 (※排泄
のほぼ全てを
おむつで管理
している方 )

600円
／1ヶ月
あたり

会食交流事業
（虹いろ会
食サロン）

公民館を利用して地
域高齢者の会食交流
を図る

おおむね 65歳
以上の一人暮
らし高齢者

500円
／1回

在宅家族介
護者元気回
復（ショー
トステイ）

事業

家庭において要援護
高齢者等を介護して
いる家族に代わり、
介護を一時的に委託
介護老人福祉施設等
において行うことに
より、介護者の負担
軽減とリフレッシュ
を目的とする。
※利用日数　７日以
内（年間）

要介護状態４・
５の在宅の方
要介護状態３
で認定調査員
が評価する認
知症高齢者の
自立度がⅢ以
上の在宅の方

原則
無料
（介護保
険適用
分のみ）

在宅家族介
護者緊急支
援（ショー
トステイ）

事業

介護者がやむを得な
い事由（疾病・災害
等）により一時的に
家を離れる場合に、
日常生活を営むこと
が困難と判断される
要援護高齢者の方を
委託介護老人福祉施
設等で受け入れ、一
時的に生活をするも
の。
※原則として７日以
内（１回あたり）

身体が虚弱等
のため日常生
活を営むのに
支障がある概
ね 65歳以上の
市内に居住す
る者（65 歳未
満の者であっ
て特に必要が
あると認めら
れる者を含む）

830円
／１日

健康長寿
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介護者教室・
交流事業

介護に関する勉強会
及び介護者の交流事
業

介護されてい
る家族の方及
び介護に興味
のある方

無料

富谷市認知
症の人と
家族の会

月 1回座談会・情
報交換会（年 1～ 2
回研修会あり）

認知症の本人・
家族

原則
無料

高齢者
補聴器
購入費

助成事業

補聴器購入に対する
助成
※�申請にあたり事前
相談を要す。

次のいずれにも
該当する方
①満65歳以上
②�身体障害者手
帳（聴覚）の
交付を受けて
いないこと
③�平均聴力レ
ベルが両側
40dB以上か
つ上記手帳交
付対象外
④�市税の滞納が
ないこと
⑤�過去に本助成
を受けていな
いこと

補聴器購
入額の範
囲内で上
限2万円
を助成

※�事業によっては、申請書類等必要なものがあります。詳細は保健福祉
総合支援センターまでお問い合わせください。

介護保険制度について
【お問い合わせ先】　長寿福祉課（☎ 358-0513）
　　　　　　　　　保健福祉総合支援センター（☎ 348-1138）
　40歳以上の皆さんは、富谷市が運営する介護保険の加入
者（被保険者）です。保険料を納め、介護や支援が必要であ
ると認められた場合には費用の一部（原則 1割、一定所得以
上は 2割または 3割）を支払ってサービスを利用できます。
・65歳以上の人（第 1号被保険者）
　介護認定を受けた場合、サービスを利用できます（介護が
必要となった理由は問いません。）。
・40歳以上 65歳未満の人（第 2号被保険者）
　老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護認定を受
けた場合にサービスを利用できます。

■介護サービスを利用するまでの流れ
　介護サービスを利用するには、富谷市に申請をして、要介
護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するま
での流れは次のようになっています。

相談 介護サービスが必要になったら、まずご相談くださ
い。お電話でも来庁でもお気軽に、ご相談ください。

↓

申請

要支援・要介護認定の申請
窓口は、保健福祉総合支援センター
　　　　長寿福祉課、各地域包括支援センター
＜申請に必要なもの＞
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証（40歳～ 65歳未満の方のみ）

↓

認定調査
市の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などにつ
いての調査を行います。また、市から主治医宛心身
の状況についての意見書の作成を依頼します。

↓

審査・
判定

訪問調査の結果によるコンピュータ判定と医師の意
見書を基に「介護認定審査会」で審査し、要介護状
態区分の判定が行われます。

↓

認定・
通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「自立 (非
該当 )」「要支援 1～ 2」「要介護 1～ 5」までの区
分に分けて認定され、その結果を通知します。

↓

認定通知を
受けとった

ら

※居宅サービスを希望する方は、介護支援専門員 (ケ
アマネジャー )を選びましょう。また、施設サービ
スを希望する方は、施設に直接申し込みをしてくだ
さい。
※要支援認定を受けた方は、お住いの圏域の地域包
括支援センターにご相談ください。

↓

介護サービ
ス計画の

作成

認定結果を基に、心身の状況に応じて介護支援専門
員（ケアマネジャー）と話し合い、介護サービス計
画を作成します。施設に入所して利用する介護サー
ビスについては、入所する施設内で介護サービス計
画を作成して利用することになります。

■主な介護保険サービス

在宅
サービス

●自宅に来てくれるサービス
訪問介護（ホームヘルプ）、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーションなど
●お出かけして受けるサービス
通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショー
トステイ）、通所リハビリテーション（デイケア）な
ど
●住みやすくするサービス
福祉用具貸与、住宅改修費支給、特定福祉用具購入
費支給など

施設
サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護医療院
※特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として、
要介護 3～ 5の方が対象となります。要介護 1～
2の方の入所については、居宅において、日常生
活を営むことが困難なやむを得ない理由がある場
合に限られます。

地域
密着型

サービス

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、小規
模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
など

健康長寿
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■介護予防・日常生活支援総合事業
事業内容
・サービス対象者
　要支援 1・２の認定を受けた方または 65 歳以上で基本
チェックリスト（25項目）により事業対象者と判定された
方（地域包括支援センターによるケアプラン作成などが必要）
・サービス内容
〔�訪問型サービス�〕
・訪問介護相当サービス（ホームヘルプサービス）
・生活支援型訪問サービス（家事支援を主としたサービス）
〔�通所型サービス�〕
・通所介護相当サービス（デイサービス）
・筋トレ型通所サービス
〔�一般介護予防事業�〕
・サロン型通所サービス
問い合わせ先　（P19参照）
　各地域包括支援センター
　長寿福祉課介護保険担当　☎ 022-358-0513
　保健福祉総合支援センター　☎ 022-348-1138

障害者総合支援制度（障害福祉サービス）について
【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　心身に障がいのある方が、種別（身体障がい・知的障がい・
精神障がい、難病患者等）にかかわらず、必要とするサービ
スを利用できるよう、障がいの程度や社会活動、介護者や住
居などの状況をふまえ必要な支援を行います。
　これらのサービスを利用するためには申請が必要です。
　なお、自己負担は原則１割負担ですが、世帯の課税状況に
よって、月額負担上限額が設定されます。
■サービスを利用するまでの流れ
①申請・相談 窓口は地域福祉課

②訪 問 調 査 市の調査員の訪問などによる心身の状況やサービス
の利用量を調査

③審査・判定 コンピューター判定と障害支援区分審査会での審査
判定

④認定・通知 サービスの支給量が決まり次第、受給者証を発行し
ます。

■障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）
主なサービスの名称

訪問系
サービス

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援

日中活動系
サービス

生活介護、自立訓練（機能型・生活訓練型・宿泊型）、
就労系サービス（移行支援・A型・B型）、就労定着支援、
療養介護

居住系
サービス

施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）、短
期入所（ショートステイ）

特別障害者手当について

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　日常生活において常時特別介護を必要とし著しく重度の障
がいのある在宅の 20歳以上の方に対して支給します。
・助成内容　月額 27,000 円（令和 4年 4月現在）
・所得制限があります
※年度ごと等、金額の変更あり

高齢者・障がい者　外出支援乗車証「とみぱす」

【お問い合わせ先】
　高齢者の方：長寿福祉課（☎ 358-0513）
　障がい者の方：地域福祉課（☎ 358-3294）
■対象者
　毎年４月１日現在、富谷市住民基本台帳に登録されており
外出ができる下記①～③のいずれかを満たす方
　①　70歳以上の方
　②　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

のいずれかを所持している 18歳以上の方
　③　運転免許証を自主返納した 60歳以上 70歳未満の方
■内容
　バス・地下鉄等の運賃を年間２万円分（うち１割は自己負担）助成

重度障がい者等福祉タクシー利用券助成事業

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　重度障がいや要介護状態により、介助があっても公共交通
機関の利用が極めて困難な方に対し、タクシー利用料金の一
部を助成するチケットを交付します。
■対象者
　富谷市住民基本台帳に登録されており、かつ在宅の方で、
下記の要件に該当する方
①身体障害者手帳の障害程度が 1種 1級または 1種 2級に
該当し、障害の部分が上肢・下肢及び体幹並びに移動障害
単独で 1級または 2級に該当する方
②身体障害者手帳の障害程度が視覚・腎臓・呼吸器・心臓障
害単独で 1種 1級に該当する方
③精神障害者保健福祉手帳 1級に該当する方
④療育手帳Aに該当する方
⑤人工透析療法を受けている方
⑥在宅酸素療法を受けている方
⑦介護保険法に定める要介護認定者のうち要介護 3・要介護
4・要介護 5に該当する方
※�施設入所者または「とみぱす」を利用されている方は交付
対象にはなりません。

■助成内容　上限 18,000 円（年額）
　※申請月によって減額あり
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